
目標に向かってトライ 

 

 

○○○○「「「「認定農業者制度認定農業者制度認定農業者制度認定農業者制度」」」」とはとはとはとは？？？？    

５年後の経営目標（農業経営改善計画）を作成し、市の認定

を受けると、「認定農業者」になります。 

認定農業者は、計画の達成に向けて様々な支援等を受けるこ

とができます。認定の有効期間は、認定日から５年５年５年５年間間間間です。 

 

 

    

○認定の対象者は？○認定の対象者は？○認定の対象者は？○認定の対象者は？    

農業経営に意欲のある人であれば、性別、専業兼業の別、経営規模の大小、営

農類型、組織形態などを問わず認定の対象となります。 

 

○○○○計画の計画の計画の計画の認定認定認定認定基準は基準は基準は基準は？？？？    

①能代市の基本的な構想に照らして適切であること。 

②達成される見込みが確実であること。 

③農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。 

◇上記３要件について「能代市農業経営改善計画認定審査会」が審査し、計画

の適否を判断します。 

○○○○「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に示に示に示に示すすすす経営指標経営指標経営指標経営指標    

【能代市の具体的な経営指標】【能代市の具体的な経営指標】【能代市の具体的な経営指標】【能代市の具体的な経営指標】    

◆◆◆◆主たる農業従事者一人当たりの主たる農業従事者一人当たりの主たる農業従事者一人当たりの主たる農業従事者一人当たりの年間農業所得が４００万円年間農業所得が４００万円年間農業所得が４００万円年間農業所得が４００万円程度程度程度程度     

※農業者戸別所得補償制度の交付金、加工・販売その他の関連事業の収入を合計し、※農業者戸別所得補償制度の交付金、加工・販売その他の関連事業の収入を合計し、※農業者戸別所得補償制度の交付金、加工・販売その他の関連事業の収入を合計し、※農業者戸別所得補償制度の交付金、加工・販売その他の関連事業の収入を合計し、    

経費を経費を経費を経費を差し引いた所得となります差し引いた所得となります差し引いた所得となります差し引いた所得となります。。。。    

◆◆◆◆主たる農業従事者一人当たりの主たる農業従事者一人当たりの主たる農業従事者一人当たりの主たる農業従事者一人当たりの年間労働時間が２，０００時間程度年間労働時間が２，０００時間程度年間労働時間が２，０００時間程度年間労働時間が２，０００時間程度     

    

○○○○認定農業認定農業認定農業認定農業者者者者に対する主な支援に対する主な支援に対する主な支援に対する主な支援等（平成２４年度）等（平成２４年度）等（平成２４年度）等（平成２４年度）    

１．１．１．１．低利資金の融資低利資金の融資低利資金の融資低利資金の融資    

①農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金） 

 →農地取得や機械・施設の投資等の長期資金です。 

  →人・農地プランに「中心となる経営体」として位置付けられると、５年間

無利子となります。 

 ②農業経営改善促進資金（新スーパーＳ資金） 

  →肥料や種苗代等の購入にあてる短期運転資金です。 

③農業近代化資金融資（認定農業者には総事業費１００％融資） 

→機械・施設等の改良、取得、復旧等の中長期資金及び長期運転資金です。 

 ④農業改良資金（認定農業者には総事業費１００％融資） 

  →新作物、流通加工、新技術などの分野にチャレンジする場合に必要な 

施設・機械・資材などの取得資金です。 

２．２．２．２．税制の特例税制の特例税制の特例税制の特例    

○農業経営基盤強化準備金制度 

→青色申告の認定農業者は、水田経営安定所得対策交付金・戸別所得補償制

度に係る交付金等を農地や農業機械購入の準備金として積み立てること

ができます。 

→積立金は、個人は必要経費に、法人は損金に算入できます。 

３３３３．．．．助成制度助成制度助成制度助成制度    

○”あきたを元気に！”農業夢プラン実現事業 

→発展性の高い農業経営を目指し、複合経営への転換や稲作以外の拡大に取

り組むための農業用機械等の導入費に助成します。 

４．４．４．４．その他その他その他その他    

①水田・畑作経営所得安定対策 

→米・大豆の収入減少の際に補てんが受けられます。経営面積が田・畑 

合わせて４ｈａ以上の認定農業者が加入できます。 

※経営面積が４ｈａ未満の認定農業者も加入できる特例があります。 

 ②農地利用集積緊急事業 

  →所有権移転及び基幹３作業以上の農作業受託により面的集積が図られた 

場合に、集積した面積に応じて交付金が受けられます。 

○お問い合わせは 

 能代市役所 農業振興課 農業水産係  ℡８９－２１８３℡８９－２１８３℡８９－２１８３℡８９－２１８３ 


